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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電話番号を含む電話帳データを記憶する電話帳データ記憶部と、
　前記電話帳データ記憶部に記憶された電話番号、あるいは、ユーザが入力した電話番号
の中から、複数の電話番号を緊急連絡先として予め記憶する緊急連絡先記憶部と、
　緊急事態の発生を検出する検出部と、
　前記検出部による緊急事態の発生が検出されることに応じて、緊急モードに切換えるモ
ード切換部と、
　緊急モードにおいて、着呼を検出する着呼検出部と、
　緊急モードにおいて、前記着呼検出部により検出された着呼が前記緊急連絡先記憶部に
記憶された前記複数の電話番号のいずれかに関連する場合は該着呼に応答する応答部と、
　緊急モードにおいて、前記緊急連絡先記憶部に記憶された複数の電話番号に発呼する連
動発呼部と、
　前記緊急連絡先記憶部は、前記連動発呼部が前記複数の電話番号の全てに対して発呼し
た後に、前記複数の電話番号のうち、前記応答部により応答されておらず、かつ発呼に対
して応答していない電話番号を通話が完了していない電話番号として記憶し、
　前記連動発呼部は、前記複数の電話番号の全てに発呼した後に、前記複数の電話番号の
中から、通話が完了していない電話番号を選択して発呼し、
　前記複数の電話番号の機器全てに対する発呼を行ってから所定時間経過した後、又は該
発呼の後に行われる着信処理が実行された場合には該着信処理が終了してから所定時間経



(2) JP 5371847 B2 2013.12.18

10

20

30

40

50

過した後に、再度、前記複数の電話番号のうち、通話が完了していない電話番号の１つを
選択して発呼することにより、前記緊急連絡先記憶部に記憶された複数の電話番号の機器
との間で通話が完了するまで発呼を行うことを特徴とする携帯情報端末。
【請求項２】
　緊急モードにおいて、前記着呼手段により検出された着呼が前緊急連絡先記記憶部に記
憶された前記複数の電話番号のいずれにも関連しない場合は該着呼を拒否する拒否部をさ
らに備えた、請求項１に記載の携帯情報端末。
【請求項３】
　前記検出部により緊急事態の発生が検出されることに応じて、警報音を発生する警報音
発生部と、
　振動を発生させる振動発生部と、
　前記連続発呼部による発呼に対する応答後にメッセージを再生するメッセージ再生部と
、
　緊急モードにおいて、前記連続発呼部による発呼に対する応答後前記メッセージの再生
が終了するまでの間、前記振動発生手段を能動化する着呼応答報知部と、をさらに備えた
請求項１または２に記載の携帯情報端末。
【請求項４】
　前記連動発呼部は、先に選択した電話番号へ発呼してから所定時間内に該発呼に対する
応答が検出されなければ、次の電話番号を選択する、請求項１～３のいずれかに記載の携
帯情報端末。
【請求項５】
　通話の相手の機器との通話中に前記検出部により緊急事態の発生が検出された場合、
　前記通話の相手の機器に割り当てられた電話番号が前記記憶部に記憶されていなければ
通話を切断する切断部をさらに備えた、請求項１～４のいずれかに記載の携帯情報端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は携帯情報端末に関し、特に緊急事態に適切に対応可能な携帯情報端末に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話に防犯ブザーを備える技術が提案されている。
【０００３】
　例えば、特許第３６６７０８７号公報（特許文献１）には、基地局と無線回線を介して
送受信を行う無線部と、スピーカと、入力部と、を備えた携帯電話端末の制御方法であっ
て、前記入力部に非常である旨の入力がされると、前記スピーカで非常警告音を鳴らすと
ともに、前記非常である旨の入力から所定時間後に所定の電話番号に自動発信し、または
前記非常である旨の入力から所定時間経過するまでに発信操作がされると前記所定の電話
番号に自動発信し、回線が接続されると前記非常警告音を止めることを特徴とする携帯電
話端末の制御方法が記載されている。
【０００４】
　しかしながら、特許第３６６７０８７号公報に記載の制御方法では、自動発信する前に
着呼があると、その着呼に応答しなければならず、着信音が鳴っている間は自動発信する
ことができないといった問題がある。
【０００５】
　また、回線が接続された通話中に、非常である旨が入力された場合には、通話中である
ために自動発呼できないといった問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】特許第３６６７０８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　この発明は上述した問題点を解決するためになされたもので、この発明の目的の一つは
、緊急事態において、予め登録した電話番号の電話機との間で直ちに通話することが可能
な携帯情報端末を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明の他の目的は、警報音が鳴っている最中に予め登録した電話番号の電話機との
間で通話可能となったことをユーザに確実に知らせることが可能な携帯情報端末を提供す
ることである。
【０００９】
　上述した目的を達成するために、この発明のある局面によれば、携帯情報端末は、緊急
事態の発生を検出する検出手段と、電話番号を予め記憶する記憶手段と、検出手段による
緊急事態の発生が検出されることに応じて、緊急モードに切換えるモード切換手段と、着
呼を検出する着呼検出手段と、緊急モードにおいて、着呼手段により検出された着呼が記
憶手段に予め記憶された電話番号に関連する場合は該着呼に応答する応答手段と、を備え
る。
【００１０】
　この局面に従えば、緊急事態の発生が検出されることに応じて、緊急モードに切換えら
れ、検出された着呼が予め記憶された電話番号に関連する場合は該着呼に応答する。
緊急事態の発生後に予め記憶された電話番号から着呼があると自動的に応答するので、通
話可能となる。
【００１１】
　このため、緊急事態において、予め登録した電話番号の電話機との間で直ちに通話する
ことが可能な携帯情報端末を提供することができる。
【００１２】
　好ましくは、緊急モードにおいて、着呼手段により検出された着呼が記憶手段に予め記
憶された電話番号に関連しない場合は該着呼を拒否する拒否手段をさらに備える。
【００１３】
　この局面に従えば、検出された着呼が予め記憶された電話番号に関連しない場合は該着
呼が拒否される。
【００１４】
　このため、不必要な電話機と通話が可能となるのを排除することができる。
【００１５】
　好ましくは、検出手段により緊急事態の発生が検出されることに応じて、警報音を発生
する警報音発生手段と、振動を発生させる振動発生手段と、緊急モードにおいて、応答手
段が応答する場合、振動発生手段を能動化する着呼応答報知手段と、をさらに備える。
【００１６】
　この局面に従えば、緊急事態の発生が検出されることに応じて、警報音が発生され、着
呼に応答すると振動が発生する。
【００１７】
　このため、警報音が鳴っている最中に予め登録した電話番号の電話機との間で通話可能
となったことをユーザに確実に知らせることができる。
【００１８】
　この発明の他の局面によれば、携帯情報端末は、緊急事態の発生を検出する検出手段と
、電話番号を予め記憶する記憶手段と、検出手段により緊急事態の発生が検出されること
に応じて、警報音を発生する警報音発生手段と、振動を発生させる振動発生手段と、検出
手段による緊急事態の発生が検出されることに応じて、緊急モードに切換えるモード切換
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手段と、緊急モードにおいて、記憶手段に予め記憶された電話番号に発呼する連動発呼手
段と、連動発呼手段による発呼に対する応答が検出された場合、振動発生手段を能動化す
る発呼応答報知手段とを備える。
【００１９】
　この局面に従えば、緊急事態の発生が検出されることに応じて、警報音が発生され、予
め記憶された電話番号に発呼して発呼に対する応答が検出されると、振動が発生する。
【００２０】
　このため、通話可能になったことをユーザに振動で知らせることができる。
【００２１】
　その結果、緊急事態において、警報音が鳴っている最中に予め登録した電話番号の電話
機との間で通話が可能となったことをユーザに確実に知らせることが可能な携帯情報端末
を提供することができる。
【００２２】
　好ましくは、記憶手段は、電話番号を複数記憶可能であり、連動発呼手段は、複数の電
話番号を選択する選択手段を含み、選択手段は、先に選択した電話番号へ発呼してから所
定時間内に該発呼に対する応答が検出されなければ、次の電話番号を選択する。
【００２３】
　この局面に従えば、先に選択した電話番号へ発呼してから所定時間内に、応答が検出さ
れなければ、次の電話番号が選択される。
【００２４】
　このため、複数の電話番号に順に効率的に発呼することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施の形態の一つにおける携帯電話の外観を示す斜視図である。
【図２】本実施の形態における携帯電話の分解斜視図である。
【図３】本実施の形態における携帯電話の機能の一例を示す機能ブロック図である。
【図４】電力供給処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図５】携帯電話の制御部が実行するメイン処理の流れの一例を示すフローチャートであ
る。
【図６】緊急処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図７】発信処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図８】着信処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図９】解除処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００２７】
　以下の説明では同一の部品には同一の符号を付してある。
【００２８】
　それらの名称および機能も同じである。
【００２９】
　したがってそれらについての詳細な説明は繰返さない。
【００３０】
　図１は、本発明の実施の形態の一つにおける携帯電話の外観を示す斜視図である。
【００３１】
　図１（Ａ）は、オープンスタイルの状態にある携帯電話の外観を示し、図１（Ｂ）はク
ローズスタイルの状態にある携帯電話の外観を示す。
【００３２】
　図１（Ａ）および図１（Ｂ）を参照して、携帯電話１は、操作側部３と、表示側部２と
を含む。
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【００３３】
　操作側部３は、電源キー１４Ａ、テンキーおよび通話キー等を含む操作キー１４と、マ
イク１３とが内側面に配置され、マイク端子１６およびイヤホン端子１７が右側面に配置
される。
表示側部２は、液晶表示装置（ＬＣＤ）１５と、レシーバを構成する第１スピーカ１１と
、カメラ２４とが内側面に配置され、カメラ２４Ａと、小型ＬＣＤ１５Ａと、第２スピー
カ１２とが外側面に配置される。
【００３４】
　なお、ここでは携帯電話１がＬＣＤ１５を備える例を示すが、ＬＣＤ１５に代えて、有
機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイを用いてもよい。
【００３５】
　操作側部３と表示側部２とは、ヒンジ機構で回転可能に連結され、操作側部３と表示側
部２とは開閉自在である。
【００３６】
　携帯電話１を折りたたんで、操作側部３と表示側部２とが閉状態にあるときの携帯電話
１の状態がクローズスタイルであり、携帯電話１を開いて、操作側部３と表示側部２とが
開状態にあるときの携帯電話１の状態がオープンスタイルである。
【００３７】
　図２は、本実施の形態における携帯電話の分解斜視図である。
閉状態（クローズスタイル）にある携帯電話１を操作側部３の外側面を斜め上方向から見
た斜視図である。
【００３８】
　図２を参照して、携帯電話１は、操作側部３の外側面にバッテリ４を収納するための収
納部３Ａと、スライド式の防犯スイッチ７とを含む。
【００３９】
　携帯電話１は、ブザー発生回路３４（図３参照）を備えており、ブザー発生回路３４は
、防犯スイッチ７が操作側部３に収納された位置にあるとき防犯スイッチ７がＯＦＦの状
態となり、回路が開いてブザー音を第２スピーカ１２から発生させない。
【００４０】
　ブザー発生回路３４は、防犯スイッチ７がスライドしてその一部が操作側部３の外側に
突出した位置に移動すると防犯スイッチ７がＯＮの状態となり、回路が閉じてブザー音を
第２スピーカ１２から発生させる。
【００４１】
　バッテリ４は、収納部３Ａに収納された状態で、ネジ５でねじ止めして固定され、容易
に取り外しできないようになっている。
【００４２】
　防犯スイッチ７がＯＮの状態となりブザー発生回路３４が第２スピーカ１２からブザー
音を出力させている最中に、バッテリ４を取り外してブザー音を容易に停止させるのを防
止するためである。
【００４３】
　収納部３Ａにバッテリ４を固定した状態で、収納部３Ａが蓋６で覆われる。
【００４４】
　蓋６は、操作側部３に嵌合して装着される。
【００４５】
　また、バッテリ４は、特殊な形状のネジ穴をもつネジ５を使用してもよい。
【００４６】
　さらに、バッテリ４は、ネジ５を取り外した状態でも本体に保持され、蓋６を閉じるこ
とにより、通常の使用が可能となる。
【００４７】
　これらにより、ユーザの必要に応じ、ネジ５を取り外した使用、取り付けた使用のどち



(6) JP 5371847 B2 2013.12.18

10

20

30

40

50

らでも携帯電話１を使用可能となる。
【００４８】
　また、誰でもバッテリ４を取り外せないようにできるので、防犯ブザー起動時にもバッ
テリ４を外されにくくするという効果がある。
【００４９】
　図３は、本実施の形態における携帯電話の機能の一例を示す機能ブロック図である。
【００５０】
　図３を参照して、携帯電話１は、携帯電話１の全体を制御するための制御部２１と、ア
ンテナ２２Ａと接続された無線回路２２と、音声データを処理するためのコーデック部２
８と、コーデック部２８の入出力を切換えるための切換部２９と、それぞれが切換部２９
に接続されたマイク１３、第１スピーカ１１、第２スピーカ１２、マイク端子１６および
イヤホン端子１７と、カメラ２４と、携帯電話１の位置を計測するためのグローバル・ポ
ジショニング・システム（ＧＰＳ）２３と、ユーザの操作の入力を受付ける操作キー１４
と、姿勢検出スイッチ１９と、振動部２６と、ＬＣＤ１６の表示を制御するための表示制
御部３０と、制御部２１で実行するプログラム等を記憶するためのＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏ
ｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）３１と、制御部２１の作業領域として使用されるＲＡＭ（Ｒａｎ
ｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）３２と、アドレス帳データ等を不揮発的に記憶す
るＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇ
ｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）３３と、電源制御回路４０とを含む。
【００５１】
 　ＲＡＭ３２は、バックアップ電源３２Ａと接続されており、電源制御回路４０から電
力が供給されない状態であっても、バックアップ電源３２Ａから電力が供給されて、記憶
したデータを失うことなく保持する。
【００５２】
　ＲＡＭ３２は、緊急連絡先を記憶する。緊急連絡先は、携帯電話１のユーザが予め選択
した電話番号である。緊急連絡先は、ユーザが選択した電話番号を携帯電話１に入力する
ことにより、ＲＡＭ３２に記憶される。ＲＡＭ３２は、１以上の緊急連絡先を記憶するこ
とが可能である。ここでは、第１緊急連絡先、第２緊急連絡先、第３緊急連絡先の合計３
つをＲＡＭ３２に記憶した例を説明する。なお、緊急連絡先は、携帯電話１がＥＥＰＲＯ
Ｍ３３に記憶する電話帳データに含まれる電話番号であってもよい。
【００５３】
　この場合には、電話帳データに緊急連絡先であることを示す印を付すようにすればよい
。
さらに、ＲＡＭ３２は、予め定められた領域に緊急フラグを記憶する。
【００５４】
　緊急フラグは、携帯電話が緊急モードにあるときにＯＮが記憶され、携帯電話が緊急モ
ードでないときにＯＦＦが記憶される。
【００５５】
　姿勢検出スイッチ１９は、操作側部３と表示側部２との相対的な位置を検出し、制御部
に出力する。
【００５６】
　制御部２１は、姿勢検出スイッチ１９の出力に基づき、携帯電話１の姿勢が、クローズ
スタイルおよびオープンスタイルのいずれにあるかを検出する。
【００５７】
　無線回路２２は、アンテナ２２Ａにより受信された無線信号が入力され、無線信号を復
調した音声信号をコーデック部２８に出力する。
【００５８】
　また、無線回路２２は、コーデック部２８から音声信号が入力され、音声信号を変調し
た無線信号をアンテナ２２Ａに出力する。
【００５９】
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　コーデック部２８は、無線回路２２から入力される音声信号を復号し、復号したデジタ
ルの音声信号をアナログに変換し、増幅し、そして切換部２９に出力する。
【００６０】
　また、コーデック部２８は、切換部２９を介してマイク１３またはマイク端子１６から
アナログの音声信号が入力され、音声信号をデジタルに変換し、符号化し、そして符号化
した音声信号を無線回路２２に出力する。
【００６１】
　切換部２９は、制御部２１により制御され、コーデック部２８への音声信号の入出力を
切換える。
【００６２】
　切換部２９は、コーデック部２８から受け付けた音声信号を、イヤホン端子１７、第１
スピーカ１１および第２スピーカ１２のいずれかに出力する。
【００６３】
　イヤホン端子１７にイヤホンが接続されている場合には、コーデック部２８から受け付
けた音声信号をイヤホン端子１７に出力する。
【００６４】
　イヤホン端子１７にイヤホンが接続されていない場合、携帯電話１がハンズフリーモー
ドであれば、コーデック部２８から受け付けた音声信号を第２スピーカ１２に出力し、携
帯電話１がハンズフリーモードでなければ、コーデック部２８から受け付けた音声信号を
第１スピーカ１１に出力する。
【００６５】
　ユーザが操作キー１４を操作することにより、携帯電話１がハンズフリーモードに設定
される。
【００６６】
　また、携帯電話１がオープンスタイルで通話状態のときハンズフリーモードに設定され
ていなくても、携帯電話１の状態がクローズスタイルに変化すると、制御部２１は、ハン
ズフリーモードに設定する。
【００６７】
　このため、切換部２９は、携帯電話１がオープンスタイルで通話状態のときハンズフリ
ーモードに設定されていなければ、コーデック部２８から受け付けた音声信号を第１スピ
ーカ１１に出力するが、携帯電話１の状態がクローズスタイルに変化するとコーデック部
２８から受け付けた音声信号を第２スピーカ１２に出力する。
【００６８】
　切換部２９は、マイク１３またはマイク端子１６のいずれかが出力する音声信号をコー
デック部２８に出力する。切換部２９は、マイク端子１６にマイクが接続されている場合
は、マイク端子１６から受け付けた音声信号をコーデック部２８に出力し、マイク端子１
６にマイクが接続されていない場合は、マイク１３から受け付けた音声信号をコーデック
部２８に出力する。
【００６９】
　ブザー発生回路３４は、防犯スイッチ７を含む。ブザー発生回路３４は、第２スピーカ
１２と接続され、防犯スイッチ７がＯＮの状態にあるとき、ブザー音を第２スピーカ１２
に出力する。これにより、第２スピーカ１２からブザー音が発生される。ブザー発生回路
３４は、ブザー音を第２スピーカ１２のみに出力し、第１スピーカ１１およびイヤホン端
子１７のいずれにもブザー音を出力しない。また、ブザー発生回路３４は、ブザー発生回
路３４の状態（閉じた状態または開いた状態）を制御部２１に出力する。
【００７０】
　表示制御部３０は、制御部２１により制御され、制御部２１から入力される指示に従っ
てＬＣＤ１６を制御して、ＬＣＤ１６に画像を表示させる。
ＬＣＤ１６に表示させる画像は、動画像と静止画像とを含む。
【００７１】
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　カードＩ／Ｆ２７には、着脱可能なフラッシュメモリ２７Ａが装着される。
制御部２１は、カードＩ／Ｆ２７を介して、フラッシュメモリ２７Ａにアクセスが可能で
ある。
【００７２】
　なお、ここでは制御部２１が実行するためのプログラムをＲＯＭ３１に記憶しておく例
を説明するが、プログラムをフラッシュメモリ２７Ａに記憶しておき、フラッシュメモリ
２７Ａからプログラムを読み出して、制御部２１が実行するようにしてもよい。
プログラムを記憶する記録媒体としては、フラッシュメモリ２７Ａに限られず、フレキシ
ブルディスク、カセットテープ、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ
－ＲＯＭ）／ＭＯ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｃ）／ＭＤ（Ｍｉｎｉ　
Ｄｉｓｃ）／ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ））、ＩＣカード
（メモリカードを含む）、光カード、マスクＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭなどの半
導体メモリ等でもよい。
【００７３】
　また、携帯電話１をインターネットに無線回路２２を介して接続し、インターネットに
接続されたコンピュータからプログラムをダウンロードして、制御部２１が実行するよう
にしてもよい。
【００７４】
　ここでいうプログラムは、制御部２１が直接実行可能なプログラムだけでなく、ソース
プログラム形式のプログラム、圧縮処理されたプログラム、暗号化されたプログラム等を
含む。
【００７５】
　カメラ２４は、レンズおよびＣＭＯＳ(Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏ
ｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）センサ等の光電変換素子を備え、レンズで集光
した光をＣＭＯＳセンサに結像し、ＣＭＯＳセンサは受光した光を光電変換して画像デー
タを制御部２１に出力する。
【００７６】
　カメラ２４は、制御部２１により制御され、制御部２１からの指示により撮像を開始し
て、得られる静止画データまたは動画データを制御部２１に出力する。
【００７７】
　カメラ２４は、画像データの画質を向上させるための画像処理を実行する画像処理回路
、画像データをアナログからデジタルに変換するＡ／Ｄ変換回路を備えている。
【００７８】
　制御部２１は、カメラ２４が出力する静止画データまたは動画データを表示制御部３０
に出力し、ＬＣＤ１６に表示させる、または、圧縮符号化方式で静止画データまたは動画
データを符号化して、ＥＥＰＲＯＭ３４またはカードＩ／Ｆ２７に装着されたフラッシュ
メモリ２７Ａに記憶する。
【００７９】
　カメラ２４は、携帯電話１がテレビ電話として機能する際に、携帯電話１のユーザを撮
像する。
【００８０】
　電源制御回路４０は、電源制御部４１と、バッテリ４と、外部電源４４が接続される外
部電源端子４３とを含み、携帯電話１の各負荷に電力を供給する。
【００８１】
　バッテリ４は、ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池またはリチウムポリマ電池
等の二次電池である。外部電源端子４３は、外部電源４４が接続される。外部電源４４は
、商用電源に接続されたＡ／Ｃアダプタである。また、外部電源端子４３は、ＵＳＢケー
ブルの接続端子を含む。この場合、外部電源４４は、ＵＳＢケーブルに接続された電子機
器である。
【００８２】
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　電源制御回路４０は、外部電源端子４３に外部電源４４が接続されている場合には、外
部電源４４から供給される電力を出力し、外部電源端子４３に外部電源４４が接続されて
いなければ、バッテリ４から供給される電力を出力する。
【００８３】
　電源制御部４１は、携帯電話１の制御部２１を含む各負荷に与える電圧を検出し、各負
荷に与える電力を制御する。
【００８４】
　電源制御部４１は、バッテリ４の電圧を検出しており、バッテリ４の電圧が携帯電話１
の各負荷を駆動するのに必要な電圧を下回った場合、または、バッテリ４が取り外された
場合、携帯電話１の各負荷への電力の供給を遮断する。
【００８５】
　電源制御回路４０は、操作キー１４が有する電源キー１４Ａと接続されており、電源が
接続された状態では、電源キー１４Ａが押下されたことを検出するために、電源キー１４
Ａに電力を供給する。
【００８６】
　電源制御部４１は、携帯電話１の制御部２１を含む各負荷への電力の供給を遮断してい
る状態で、ユーザによる電源キー１４Ａを押下する操作を検出すると、携帯電話１の制御
部２１を含む各負荷へ電力を供給する。
【００８７】
　また、電源制御部４１は、外部電源端子４３に外部電源４４が接続された場合、または
、十分な電力を蓄積した別のバッテリ４が装着された場合、後述する電力供給処理を実行
して、電源キー１４Ａの押下を検出することなく、携帯電話１の制御部２１を含む各負荷
への電力を供給する。
【００８８】
　制御部２１は、モード切換部５１を含む。
【００８９】
　モード切換部５１は、ブザー発生回路３４が閉じた状態となったことを検出すると、通
常モードから緊急モードに切換える。
【００９０】
　制御部２１は、緊急モードでは、緊急処理を実行する。緊急処理については後述するが
、通常モードでは実行されない処理である。モード切換部５１は、緊急モードに切換えた
後、緊急処理が終了することを条件に、緊急モードを通常モードに切換える。このため、
緊急モードに切換えた後に、ブザー発生回路３４が開いてブザー音発生が終了しても、緊
急処理が終了していなければ、通常モードに切換えることなく、緊急モードを維持する。
【００９１】
　モード切換部５１が、緊急モードから通常モードに切換えるのは、緊急処理が終了した
場合、または制御部２１により後述する解除処理が実行された場合である。
【００９２】
　また、携帯電話１に電源が供給されると携帯電話１は通常モードで起動するが、モード
切換部５１は、ＲＡＭ３２に記憶される緊急フラグがＯＮのときは緊急モードに切換える
。
【００９３】
　図４は、電力供給処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【００９４】
　電力供給処理は、電源制御部４１が実行する処理である。電源制御部４１は、電源が接
続されたか否かを検出する（ステップＳ０１）。電源は、バッテリ４と外部電源４４とを
含む。外部電源端子４３に外部電源４４が接続された場合、または、バッテリ４が装着さ
れた場合に、電源が接続されたと判断する。
【００９５】
　そして、電源の電圧が予め定められたしきい値を超えるか否かを判断し（ステップＳ０
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２）、電源の電圧がしきい値を超えるならば処理をステップＳ０３に進め、超えなければ
処理をステップＳ０１に戻す。
【００９６】
　処理をステップＳ０１に戻すのは、十分に蓄電されていないバッテリ４が装着された場
合である。
【００９７】
　ステップＳ０３では、緊急フラグがＯＮに設定されているか否かを判断する。
電源制御部４１は、緊急フラグのためにＲＡＭ３２の予め割り当てられた領域から、そこ
に記憶されている緊急フラグを読出し、緊急フラグがＯＮに設定されているか否かを判断
する。
【００９８】
　緊急フラグは、携帯電話１が通常モードか緊急モードかを示すフラグである。緊急フラ
グは、制御部２１によりＲＡＭ３２の予め割り当てられた領域に書き込まれる。緊急フラ
グがＯＮに設定されていれば処理をステップＳ０５に進め、そうでなければ処理をステッ
プＳ０４に進める。
【００９９】
　ステップＳ０４では、電源キー１４ＡがＯＮとされたか否かを判断する。電源キー１４
Ａが押下されたことを検出したならば処理をステップＳ０５に進め、電源キー１４Ａが押
下されたことを検出しなければ処理をステップＳ０１に戻す。
【０１００】
　ステップＳ０５において、制御部２１を含む携帯電話１の各負荷に電力を供給する。
【０１０１】
　そして、電源の電圧が予め定められたしきい値を超えるか否かを判断し（ステップＳ０
６）、電源の電圧がしきい値を超えるならば処理をステップＳ０５に戻し、電源の電圧が
しきい値を超えていなければ処理をステップＳ０７に進める。
【０１０２】
　ステップＳ０７に進む場合は、バッテリ４が蓄電する電力が少なくなった場合、または
、外部電源４４が取り外されて外部電源端子４３との接続が解除された場合である。
ステップＳ０７では、制御部２１を含む携帯電話１の各負荷に対する電力の供給を停止す
る。
これにより、制御部２１は、駆動しなくなる。
【０１０３】
　このように、電源制御部４１は、電源が接続された場合、緊急フラグがＯＮに設定され
ていなければ、電源キー１４Ａが押下されることを条件に制御部２１に電源を供給するが
、緊急フラグがＯＮに設定されていれば、電源キー１４Ａの押下を検出することなく、制
御部２１に電力を供給する。
【０１０４】
　このため、携帯電話１が緊急モードにあるときに、電源が供給されなくなった後に再び
電源が供給された場合、ユーザが携帯電話１に操作をなんら入力しなくても、制御部２１
に電力を供給することができ、制御部２１が後述する緊急処理を実行することが可能とな
る。
【０１０５】
　図５は、携帯電話の制御部が実行するメイン処理の流れの一例を示すフローチャートで
ある。
【０１０６】
　このメイン処理は、制御部２１に電力が供給されて駆動した後に、制御部２１が実行す
る処理である。
【０１０７】
　制御部２１は、緊急フラグがＯＮに設定されているか否かを判断する（ステップＳ１１
）。
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制御部２１は、ＲＡＭ３２に緊急フラグのために予め割り当てられた領域のデータを読出
し、緊急フラグがＯＮに設定されているか否かを判断する。
緊急フラグがＯＮに設定されていれば処理をステップＳ１２に進め、そうでなければ処理
をステップＳ１６に進める。
【０１０８】
　処理をステップＳ１２に進める場合、モード切換部５１により携帯電話１は緊急モード
に切換えられる。
【０１０９】
　ステップＳ１２では、緊急処理を実行する。緊急処理の詳細は後述する。
そして、緊急フラグをＯＦＦに設定する（ステップＳ１３）。
ＲＡＭ３２の緊急フラグのために予め割り当てられた領域のデータをＯＦＦに書き換える
。
これにより、携帯電話が緊急モードから通常モードに切換えられる。
【０１１０】
　処理をステップＳ１３に進める場合、モード切換部５１により携帯電話１は通常モード
に切換えられる。
【０１１１】
　次のステップＳ１４では、通常モードにおいて実行される通常処理を実行する。
【０１１２】
　そして、電源をＯＦＦにする指示が受け付けられたか否かを判断し（ステップＳ１５）
、電源をＯＦＦにする指示が受け付けられたならば処理を終了し、そうでなければ処理を
ステップＳ１６に進める。
【０１１３】
　電源をＯＦＦにする指示は、例えば、電源キー１４Ａを所定時間以上押下する操作であ
る。
【０１１４】
　ステップＳ１６において、防犯スイッチ７がＯＮに切換えられたか否かを判断する。防
犯スイッチ７がＯＮに切換えられたならば処理をステップＳ１７に進めるが、そうでなけ
れば処理をステップＳ１４に進める。
【０１１５】
　制御部２１は、ブザー発生回路３４の状態が閉じた状態に変化したことを検出すると、
防犯スイッチ７がＯＮに切換えられたと判断する。処理をステップＳ１７に進める場合、
モード切換部５１により携帯電話１は緊急モードに切換えられる。
【０１１６】
　ステップＳ１７では、緊急フラグをＯＮに設定する。ＲＡＭ３２の緊急フラグのために
予め割り当てられた領域のデータをＯＮに書き換える。
【０１１７】
　ステップＳ１８において、通話中か否かを判断する。
通話中であれば処理をステップＳ１９に進め、通話中でなければ処理をステップＳ１２に
進める。ステップＳ１９では、通話中の相手の電話に割り当てられた電話番号が、緊急連
絡先に一致するか否かを判断する。
【０１１８】
　緊急連絡先が複数の場合、いずれにも一致しなければ処理をステップＳ２０に進め、い
ずれか一つに一致すれば処理をステップＳ１２に進める。
【０１１９】
　ステップＳ２０では、通話を切断する。次に説明する緊急処理を早期に実行するためで
ある。
【０１２０】
　このように、制御部２１は、電力が供給されるとメイン処理を実行する。メイン処理を
実行すると、まず、緊急フラグを読出して、緊急フラグがＯＮに設定されていれば緊急処
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理を実行する。
【０１２１】
　制御部２１は、緊急モードの場合には緊急フラグをＯＮに設定する。
【０１２２】
　このため、携帯電話１が緊急モードにあるときに電力が遮断されて緊急処理が途中で中
断されたとしても、次に電力が供給されたときに緊急フラグがＯＮに設定されているので
、制御部２１は緊急処理を実行することができる。
【０１２３】
　また、携帯電話１が通常モードの状態にあるときに電力が遮断され、次に電力が供給さ
れたときは、緊急フラグがＯＮに設定されていないので、制御部２１は緊急処理を実行し
ないようにすることができる。
【０１２４】
　図６は、緊急処理の流れの一例を示すフローチャートである。緊急処理は、図５のステ
ップＳ１２で実行される処理である。すなわち、緊急処理は、緊急フラグがＯＮに設定さ
れて携帯電話１が緊急モードにあるときに実行される処理である。
【０１２５】
　図６を参照して、制御部２１は、位置情報を取得する（ステップＳ２１）。ＧＰＳ２３
に携帯電話１の位置を取得させる。そして、ＧＰＳ２３が出力する位置情報を受け付ける
。
制御部２１は、予め定められた送信先に取得した位置情報を送信する（ステップＳ２２）
。
そして、位置情報の送信が完了するまで待機状態となり（ステップＳ２３でＮＯ）、位置
情報の送信を完了したならば処理をステップＳ２４に進める。
【０１２６】
　なお、位置情報の送信が完了するまで待機するのではなく、ステップＳ２４以降の処理
を実行してもよい。
【０１２７】
　ただし、緊急処理を終了するためには、位置情報の送信を完了することが１つの条件と
なる。
【０１２８】
　ステップＳ２４において、ＲＡＭ３２から緊急連絡先を読み出す。ここでは、第１～第
３緊急連絡先の３つの電話番号が読み出される。そして、第１緊急連絡先に発信する第１
緊急連絡先の発信処理を実行する（ステップＳ２５）。第１緊急連絡先の発信処理につい
ては後述するが、第１連絡先の電話機と通話を可能とする処理である。
【０１２９】
　第１緊急連絡先の発信処理が終了すると、着呼が検出されたか否かを判断する（ステッ
プＳ２６）。
【０１３０】
　着呼が検出されたならば処理をステップＳ２７に進め、検出されなければステップＳ２
７をスキップして処理をステップＳ２８に進める。
【０１３１】
　次に、第２緊急連絡先に発信する第２緊急連絡先の発信処理を実行する（ステップＳ２
８）。第２緊急連絡先の発信処理については後述するが、第２連絡先の電話機と通話を可
能とする処理である。第２緊急連絡先の発信処理が終了すると、着呼が検出されたか否か
を判断する（ステップＳ２９）。着呼が検出されたならば処理をステップＳ３０に進め、
検出されなければステップＳ３０をスキップして処理をステップＳ３１に進める。
【０１３２】
　次に、第３緊急連絡先に発信する第３緊急連絡先の発信処理を実行する（ステップＳ３
１）。第３緊急連絡先の発信処理については後述するが、第３連絡先の電話機と通話を可
能とする処理である。第３緊急連絡先の発信処理が終了すると、着呼が検出されたか否か
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を判断する（ステップＳ３２）。
【０１３３】
　着呼が検出されたならば処理をステップＳ３３に進め、検出されなければステップＳ３
３をスキップして処理をステップＳ３４に進める。
【０１３４】
　第１緊急連絡先の発信処理、第２緊急連絡先の発信処理および第３緊急連絡先の発信処
理は、取り扱う緊急連絡先が異なるのみなので、以降これらを総称して発信処理という。
【０１３５】
　ステップＳ３４では、第１～第３緊急連絡先すべての電話機との間で、通話が可能とな
りその通話が完了したか否かを判断する。
【０１３６】
　例えば、通話が可能となりその通話が完了した緊急連絡先に完了フラグを付与して、そ
の完了フラグがすべての緊急連絡先に付与されたことを判断するようにすればよい。
【０１３７】
　第１～第３緊急連絡先すべての電話機との間で通話が可能となったならば処理を終了す
るが、第１～第３緊急連絡先の電話機のいずれか一つでも通話が可能となっていない緊急
連絡先があれば処理をステップＳ３５に進める。
【０１３８】
　ステップＳ３５において、着呼が検出されたか否かを判断し、着呼が検出されたならば
処理をステップＳ３６に進め、検出されなければステップＳ３６をスキップして処理をス
テップＳ３７に進める。ステップＳ３６では着信処理を実行する。ステップＳ３７では、
６０秒が経過したか否かを判断し、６０秒が経過したならば処理をステップＳ２５に戻し
、経過していなければ処理をステップＳ３５に戻す。６０秒の起算時点は、ステップＳ２
５、ステップＳ２８またはステップＳ３１のうち最後に実行された発信処理が終了したと
き、または、ステップＳ２７、ステップＳ３０またはステップＳ３３において着信処理が
実行される場合には、最後に実行された着信処理が終了したときである。
【０１３９】
　すなわち、発信処理が終了してから６０秒間、または、着信処理が実行される場合には
着信処理が終了してから６０秒間に着呼があれば着信処理を実行する（ステップＳ３６）
が、その間に着呼がなければステップＳ２５以降の処理を再び実行する。
【０１４０】
　ステップＳ２５以降の処理を実行する回数が２回目以降の場合、ステップＳ２５を実行
して第１緊急連絡先の電話機と１度でも通話が可能となった場合には、それ以降ステップ
Ｓ２５をスキップする。
【０１４１】
　同様に、ステップＳ２８を実行して第２緊急連絡先の電話機と１度でも通話が可能とな
った場合には、それ以降ステップＳ２８をスキップし、ステップＳ３１を実行して第３緊
急連絡先の電話機と１度でも通話が可能となった場合には、それ以降ステップＳ３１をス
キップする。
【０１４２】
　なお、ユーザの設定により、緊急連絡先としての電話番号を登録していたとしても、こ
の発信処理を無効とするようにモード設定ができるようにしてもよい。
【０１４３】
　図７は、発信処理の流れの一例を示すフローチャートである。
発信処理は、図６のステップＳ２５、ステップＳ２８およびステップＳ３１で実行される
処理である。図７を参照して、緊急連絡先に発呼する（ステップＳ４１）。そして、緊急
連絡先の電話機が応答したか否かを判断する（ステップＳ４２）。緊急連絡先の電話機が
応答すれば、通話が可能となる。緊急連絡先の電話機が応答したならば処理をステップＳ
４６に進め、応答しなければ処理をステップＳ４３に進める。
【０１４４】
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　ステップＳ４３では、留守番電話に設定されているか否かを判断し、留守番電話に設定
されていれば処理を終了し、そうでなければ処理をステップＳ４４に進める。
通信網から留守番電話に設定されていることを示す信号を受信したならば留守番電話に設
定されていると判断する。
【０１４５】
　ステップＳ４４では発呼してから３０秒が経過したか否かを判断し、３０秒が経過した
ならば処理をステップＳ４５に進め、３０秒が経過していなければ処理をステップＳ４２
に戻す。
【０１４６】
　ステップＳ４１で緊急連絡先に発呼して、緊急連絡先が留守番電話に設定されていれば
、直ちに処理を終了し、そうでなければ３０秒間の呼びを継続する。
【０１４７】
　そして、３０秒経過しても応答がなければ処理を終了する。
【０１４８】
　１つの緊急連絡先への呼び時間を制限して、いつまでも応答しない緊急連絡先への呼び
を継続することなく、次の緊急連絡先の電話機との通話を早期に可能とするためである。
【０１４９】
　ステップＳ４６では、所定時間振動部２６を振動させる。
【０１５０】
　この振動動作は通常の発信時にも動作するようユーザの設定が可能であるが、ステップ
Ｓ４６の処理はそのユーザの設定によらず（振動モードによらず）振動させるものであっ
てもよい。
【０１５１】
　ステップＳ４１において、緊急連絡先に発呼するが、この発呼は、携帯電話１のユーザ
による発呼操作に基づくものではなく、緊急モードにおいて携帯電話１が自動的に発呼す
るものである。
【０１５２】
　ユーザの知らない間に発呼して、ユーザの知らない間に応答があるので、応答があった
時点で振動部２６を振動させることにより、緊急連絡先の電話機との間で通話が可能とな
ったことをユーザに知らせることができる。
【０１５３】
　また、発呼処理が実行されるのは、防犯スイッチ７がＯＮに切換えられている場合があ
り、音による報知でなく振動による報知とすることで、緊急連絡先の電話機との間で通話
が可能となったことをユーザが気付き易くすることができる。
【０１５４】
　ステップＳ４７では、マイク１３の出力をミュートする。そして、予め定められたメッ
セージの再生を開始する（ステップＳ４８）。再生したメッセージは、通話が可能となっ
た緊急連絡先の電話機に送信される。メッセージは、例えば、「緊急事態が発生しました
。助けてください。」などで、緊急事態が発生したことを緊急連絡先の電話機のユーザに
伝えることのできるメッセージである。
【０１５５】
　そして、メッセージの再生が終了したか否かを判断し（ステップＳ４９）、メッセージ
の再生が終了したならば処理をステップＳ５０に進め、終了していなければ処理をステッ
プＳ４８に戻す。
【０１５６】
　メッセージが再生されて緊急連絡先に送信されている間、マイク１３の出力がミュート
される。
【０１５７】
　これにより、メッセージがマイク１３から取り込まれたブザー音にかき消されてメッセ
ージを緊急連絡先の電話機のユーザに通知することができなくなるのを防止することがで
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きる。
【０１５８】
　なお、ステップＳ４６で、応答を通知するために振動部２６を振動させたが、ステップ
Ｓ４９でメッセージの再生が終了するまで、振動部２６を振動させてもよい。
【０１５９】
　これにより、振動部２６の振動が終了したときに、メッセージの再生が終了して通話が
可能な状態となったことをユーザに知らせることができる。
【０１６０】
　ステップＳ５０では、防犯スイッチ７がＯＮの状態か否かを判断する。防犯スイッチ７
がＯＮの状態ならば処理をステップＳ５１に進めるが、そうでなければ処理をステップＳ
５２に進める。
【０１６１】
　制御部２１は、ブザー発生回路３４が閉じた状態にあることを検出している間、防犯ス
イッチ７がＯＮの状態と判断し、ブザー発生回路３４が開いた状態にあることを検出して
いる間、防犯スイッチ７がＯＦＦの状態と判断する。
【０１６２】
　ステップＳ５１において、マイク１３を低い感度でＯＮにする。ブザー発生回路３４が
ブザー音を第２スピーカ１２から出力させているので、マイク１３ができるだけブザー音
を集音しないようにして、緊急連絡先の電話機のスピーカから大音量のブザー音が出力さ
れるのを防止するためである。
【０１６３】
　一方、ステップＳ５２において、マイク１３を高い感度でＯＮにする。
【０１６４】
　ブザー発生回路３４がブザー音を第２スピーカ１２から出力させていないので、マイク
１３の感度を低くする必要がないからである。
【０１６５】
　ステップＳ５３において、防犯スイッチ７がＯＮからＯＦＦに切換えられたか否かを判
断し、防犯スイッチ７がＯＦＦに切換えられたならば処理をステップＳ５４に進め、切換
えられなければステップＳ５４をスキップして処理をステップＳ５５に進める。
【０１６６】
　防犯スイッチ７がＯＦＦに切換えられると、ブザー発生回路３４がブザー音を第２スピ
ーカ１２に出力しなくなる。このため、ステップＳ５４では、マイク１３の感度を高くす
る。
【０１６７】
　ステップＳ５５において、防犯スイッチ７がＯＦＦからＯＮに切換えられたか否かを判
断し、防犯スイッチ７がＯＮに切換えられたならば処理をステップＳ５６に進め、切換え
られなければ処理をステップＳ５７に進める。
【０１６８】
　防犯スイッチ７がＯＮに切換えられると、ブザー発生回路３４が閉じられるため、ブザ
ー発生回路３４がブザー音を第２スピーカ１２に出力させるが、ステップＳ５６では、ブ
ザー発生回路３４を制御して、ブザー音量を制御する。
【０１６９】
　具体的には、ブザー発声回路３４に、時間の経過に従って段階的に音量を大きくしたブ
ザー音を第２スピーカ１２に出力させる。
【０１７０】
　ブザー発生回路３４は、例えば、最初の５秒を小さな音量のブザー音を出力し、次の５
秒を中程度の音量のブザー音を出力し、それ以降大音量のブザー音を出力する。第２スピ
ーカ１２からは、時間の経過に伴って音が段階的に大きくなるブザー音が出力される。
【０１７１】
　このブザー音の出力方法をステップアップ出力という。いきなり大音量のブザー音を出
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力するのではなく、段階的に音量を大きくしてブザー音を出力するようにしたので、緊急
連絡先の電話機のスピーカから突然大音量のブザー音が出力されるのを防止することがで
きる。ステップＳ５７では、ステップＳ５１と同様に、マイク１３の感度を低くする。
【０１７２】
　なお、ブザー音を段階的に大きくするのに代えて、ブザー音を時間の経過に比例して大
きくするようにしてもよい。また、ステップＳ５６とステップＳ５７とは前後逆であって
もよく、この場合、再ブザー音の通知による影響を抑えることができる。
【０１７３】
　ステップＳ５８では、通話が切断されたか否かを判断し、通話が切断されたならば処理
を終了し、通話が切断されなければ処理をステップＳ５３に戻す。
【０１７４】
　図８は、着信処理の流れの一例を示すフローチャートである。着信処理は、図６のステ
ップＳ２７、ステップＳ３０、ステップＳ３３およびステップＳ３６それぞれにおいて、
着呼が検出された場合に実行される処理である。図８を参照して、制御部２１は、緊急連
絡先の電話機からの着呼か否かを判断する（ステップＳ６１）。
【０１７５】
　具体的には、検出された着呼とともに受信する電話番号が、緊急連絡先としてＲＡＭ３
２に記憶されているか否かを判断する。緊急連絡先の電話機からの着呼であれば処理をス
テップＳ６２に進め、そうでなければ処理をステップＳ７９に進める。ステップＳ７９で
は、着信を拒否して処理を終了する。緊急連絡先以外の電話番号の電話機との間で通話が
可能な状態にしないようにして、緊急事態に必要な電話機との間の通話のみを可能とする
ためである。
【０１７６】
　ステップＳ６２では、着呼があったことをユーザに知らせるために着信通知をする。
着信通知は、振動部２６を振動させる。着信通知の設定に振動部２６の振動による通知が
設定されていなくても、ステップＳ６２では、振動部２６を振動させる。着信通知が実行
されるのは、防犯スイッチ７がＯＮに切換えられている場合があり、音による報知でなく
振動による報知としたので、ユーザが着信のあったことを気付き易くすることができる。
緊急モードにおいては、ブザー音が鳴っているか否かに係わらず、振動部２６を振動させ
ることにより着信報知する。
【０１７７】
　このため、振動部２６が振動している間に、防犯スイッチ７がＯＦＦに切換えられたと
しても、後述するステップＳ６６で着信通知を停止するまで振動し続ける。
【０１７８】
　なお、通常モードにおいては、着信音により着信報知することが可能であるが、緊急モ
ードにおいてはブザー音が鳴っている場合があるので、着信音による着信報知をすること
なく、振動部２６を振動させることにより着信報知する。
【０１７９】
　そして、緊急連絡先からの着呼がテレビ電話による通話を要求するものか否かを判断す
る（ステップＳ６３）。テレビ電話による通話を要求する着呼であれば処理をステップＳ
８０に進め、そうでなければ処理をステップＳ６４に進める。ステップＳ６４では、５秒
間待機状態となり（ステップＳ６４でＮＯ）、５秒間経過したならば処理をステップＳ６
５に進める。このため、ステップＳ６２で開始した着信報知が５秒間行われる。
【０１８０】
　なお、待機時間は、５秒に限定されることなく、予め定められた時間であればよい。ス
テップＳ６５では、自動的に着呼に応答する。
【０１８１】
　これにより、緊急連絡先の電話機との間で通話が可能となる。携帯電話１のユーザが、
防犯スイッチ７をＯＮに切換えるだけで、緊急連絡先の電話機から着呼があればその電話
機との間で通話が可能となるので、ユーザは、携帯電話１への操作に惑わされることなく
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緊急事態に対処することができる。
そして、ステップＳ６６では、ステプＳ６２で開始した着信通知を停止する。具体的には
、振動部２６による振動を停止させる。
【０１８２】
　ステップＳ６７～ステップＳ７８の処理は、図７に示したステップＳ４７～ステップＳ
５８の処理とそれぞれ同じなのでここでは説明を繰り返さない。
【０１８３】
　ステップＳ８０に進む場合は、テレビ電話による通話を要求する着呼が検出された場合
である。ステップＳ８０では、応答指示が受け付けられたか否かを判断する。
ユーザが操作キーの通話ボタンを押下する操作を検出したならば処理をステップＳ８１に
進め、検出しなければ処理をステップＳ８２に進める。テレビ電話による通話を要求する
着呼に応答するか否かを、ユーザの意思で選択させるためである。
【０１８４】
　なお、ステップＳ６３～ステップＳ６５において、テレビ電話による通話を要求する着
呼に自動的に応答しないようにしたのは、自動的にテレビ電話による通話を要求する着呼
に応答してしまうと、撮影されたくない画像が送信されてしまう場合があり、ユーザの意
思を確認するようにしたものである。また、いたずらの目的でテレビ電話が使用され、個
人のプライバシーが侵害されるのを防止するためである。
【０１８５】
　ステップＳ８１では、着呼に応答する。これにより、緊急連絡先の電話機との間でテレ
ビ電話による通話が可能となる。携帯電話１のユーザが、防犯スイッチ７をＯＮに切換え
るだけで、緊急連絡先の電話機から着呼があればその電話機との間で通話が可能となるの
で、ユーザは、携帯電話１への操作に惑わされることなく緊急事態に対処することができ
る。そして、ステップＳ６６では、ステプＳ６２で開始した着信通知を停止する。具体的
には、振動部２６による振動を停止させる。
【０１８６】
　一方、ステップＳ８２では、着呼が終了したか否かを判断し、着呼が終了したならば処
理をステップＳ８３に進め、着呼が終了していなければ処理をステップＳ８０に戻す。
【０１８７】
　ステップＳ８３では、ステップＳ６２で開始した着信通知を終了して、処理を終了する
。
【０１８８】
　図９は、解除処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【０１８９】
　解除処理は、緊急モードを解除するために制御部２１が実行する処理である。制御部２
１は、携帯電話１が緊急モードにあるときに所定の操作ボタンの押下を検出すると、割り
込みを発生して解除処理を実行する。所定の操作ボタンは、操作キー１４に予め定められ
たボタンである。
【０１９０】
　図９を参照して、制御部２１は、ＬＣＤ１５に暗証番号入力画面を表示させる（ステッ
プＳ９１）。そして、暗証番号を受け付けたならば（ステップＳ９２でＹＥＳ）、受け付
けた暗証番号を認証する（ステップＳ９３）。受け付けた暗証番号を予めＲＡＭ３２等に
記憶された暗証番号と比較し、両者が一致すれば受け付けた暗証番号を認証し、両者が一
致しなければ受け付けた暗証番号を認証しない。認証に成功したならば処理をステップＳ
９４に進め、認証に失敗したならば処理を終了する。
【０１９１】
　なお、ここでは、認証に暗証番号を用いるようにしたが、指紋、虹彩、静脈パターン等
の生体情報を認証に用いるようにしてもよい。
【０１９２】
　ステップＳ９４では、緊急フラグをＯＦＦに設定する。ＲＡＭ３２の緊急フラグのため
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に予め割り当てられた領域のデータをＯＦＦに書き換える。これにより、携帯電話が緊急
モードから通常モードに切換えられる。そして、緊急処理を終了して（ステップＳ９５）
、処理を終了する。緊急処理の終了は、図６に示した緊急処理を実行途中であっても、そ
の段階で処理を終了する。
【０１９３】
　例えば、第１緊急連絡先の発信処理を実行して、発呼動作中で応答待ちの状態であれば
、発呼動作を中止して処理を終了する。このため、ユーザが誤って防犯スイッチ７をＯＮ
に切換えてしまったとしても、上述した緊急処理を途中で中止させることができる。
【０１９４】
　なお、緊急連絡先、例えば第１緊急連絡先の電話機との間で通話が可能な状態で防犯ス
イッチ７がＯＮに切換えられる場合があり（図５のステップＳ１６）、この場合に図６に
示した緊急処理を実行するが（ステップＳ１２）、図８に示した着信処理のステップＳ６
７～ステップＳ７８の処理を実行した後に、緊急処理を実行する。このため、通話の相手
に緊急である旨のメッセージが伝えられる。このため、通話の相手に緊急事態が発生した
ことを自動的に通知することができる。
【０１９５】
　さらに、第１緊急連絡先の電話機との間で通話が可能な状態が終了した時点、換言すれ
ば、着信処理のステップＳ６７～ステップＳ７８の処理を終了した時点で、第１緊急連絡
先に完了フラグを付与するようにして、第１緊急連絡先の発信処理（図６のステップＳ２
５）を実行しないようにするのが好ましい。
【０１９６】
　これにより、再び同じ電話機と通話が可能な状態にしないようにすることができる。
【０１９７】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。
【０１９８】
　本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範
囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【０１９９】
　＜付記＞（１）　前記応答手段は、前記着呼手段により検出された着呼が前記記憶手段
に予め記憶された前記電話番号に関連しない場合は該着呼に応答しない、請求項１に記載
の携帯情報端末。
（２）　前記応答手段は、前記着呼手段により検出された着呼がテレビ電話を要求する場
合は、該着呼に応答しない、請求項１に記載の携帯情報端末。
（３）　この発明のさらに他の目的は、通話中に緊急事態が発生したとき、緊急事態にお
いて必要な電話機と直ちに通話を可能にすることが可能な携帯情報端末を提供することで
ある。
【０２００】
　この目的を達成するために、携帯情報端末は、
　緊急事態の発生を検出する検出手段と、
　電話番号を予め記憶する記憶手段と、
　通話の相手の機器との通話中に前記検出手段により緊急事態の発生が検出された場合、
前記通話の相手の機器に割り当てられた電話番号が前記記憶手段に予め記憶されていなけ
れば通話を切断する切断手段を備える。
【０２０１】
　この局面に従えば、通話の相手の機器と通話中に緊急事態の発生が検出された場合、通
話の相手の機器に割り当てられた電話番号が予め記憶されていなければ通話が切断される
。
【０２０２】
　このため、通話中に緊急事態が発生したとき、緊急事態において必要な電話機と直ちに
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通話を可能にすることが可能な携帯情報端末を提供することができる。
（４）　（３）において、着呼を検出する着呼検出手段と、
　緊急モードにおいて、前記着呼検出手段により検出された着呼が前記記憶手段に予め記
憶された前記電話番号に関連する場合は該着呼に応答する応答手段と、をさらに備える。
【０２０３】
　この局面に従えば、緊急モードにおいて、検出された着呼が予め記憶された電話番号に
関連する場合は、該着呼に応答するので通話が可能となる。
【０２０４】
　このため、通話中であっても緊急事態が発生したときは予め定めた電話番号の機器と早
期に通話を可能にすることができる。
（５）　（４）において、前記検出手段により緊急事態の発生が検出されることに応じて
、警報音を発生する警報音発生手段と、
　振動を発生させる振動発生手段と、
　緊急モードにおいて、前記応答手段が応答する場合、前記振動発生手段を能動化する着
呼応答報知手段と、をさらに備える。
（６）　（３）において、前記検出手段による緊急事態の発生が検出されることに応じて
、前記記憶手段に予め記憶された電話番号に発呼する連動発呼手段をさらに備える。
【０２０５】
　この局面に従えば、緊急事態の発生が検出されることに応じて、予め記憶された電話番
号に発呼される。
【０２０６】
　このため、通話中であっても緊急事態が発生したときは予め定めた電話番号の機器と早
期に通話を可能にすることができる。
（７）　（６）において、前記検出手段による緊急事態の発生が検出されることに応じて
、警報音を発生する警報音発生手段と、
　振動を発生させる振動発生手段と、
　緊急モードにおいて、前記連動発呼手段による発呼に対する応答が検出された場合、前
記振動発生手段を能動化する発呼応答報知手段と、をさらに備える。
（８）　（６）において前記記憶手段は、前記電話番号を複数記憶可能であり、
　前記連動発呼手段は、前記複数の電話番号を選択する選択手段を含み、
　前記選択手段は、先に選択した電話番号へ発呼してから所定時間内に該発呼に対する応
答が検出されなければ、次の電話番号を選択する。
【符号の説明】
【０２０７】
１　携帯電話
２　表示側部
３　操作側部
３Ａ　収納部
３Ｂ　スイッチ収納部
４　バッテリ
５　ビス
６　蓋
７　防犯スイッチ
１１　第１スピーカ
１２　第２スピーカ
１３　マイク
１４　操作キー
１４Ａ　電源キー
１６　マイク端子
１７　イヤホン端子
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１９　姿勢検出スイッチ
２１　制御部
２２　無線回路
２２Ａ　アンテナ
２３　ＧＰＳ
２４　カメラ
２６　振動部
２７　カードＩ／Ｆ
２７Ａ　フラッシュメモリ
２８　コーデック部
２９　切換部
３０　表示制御部
３１　ＲＯＭ
３２　ＲＡＭ
３２Ａ　バックアップ電源
３４　ブザー発生回路
４０　電源制御回路
４１　電源制御部
４３　外部電源端子
４４　外部電源
５１　モード切換部
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